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○落合部会長 それでは、時間になりましたので、国民生活審議会第５回消費者政策部会

を開催したいと思います。お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 議事に入ります前に委員の交代がございます。東京都生活文化局消費生活部の髙田茂穗

部長に今まで委員として御参加をお願いしておりましたが、この度異動され、委員辞任の

申し出がありましたので、後任の古川芳久部長に委員に御就任をいただきました。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、本日の議題に入りたいと思いますが、本日は消費者基本計画の案の作成につ

いて審議していただきます。消費者基本法第27条では、消費者政策会議は、消費者基本計

画の案を作成する際は、当審議会の意見を聴かなければならないというふうに規定されて

おります。消費者政策会議におきまして、計画の案の作成方針がこの前決定されたという

ことですので、本日はこれに基づいて審議をお願いしたいと思います。 

  最初に、事務局より消費者政策会議の決定内容等につきまして説明をお願いいたします。 

○服部消費者企画課長  御説明させていただきます。本日配布資料が幾つかございますの

で、まず資料確認をさせていただきます。 

  資料は全部で10種類ございます。資料１「消費者基本計画について」、資料２「消費者

基本計画の案の作成方針について」、資料３、「架空請求・不当請求等に関するトラブル

への対応策について」、資料４「消費者政策会議関係委員会議の開催について」、資料５

「消費者基本計画の作成スケジュール」、資料６「消費者基本計画の作成にあたっての検

討資料」、資料７「基本計画についての意見（石戸谷委員御提出）」でございます。資料

８「国民生活審議会消費者政策部会委員名簿」、参考といたしまして、「消費者保護基本

法の一部を改正する法律」、また、原委員より、「消費者基本計画策定についての意見」

を御提出していただいております。 

 以上10種類、過不足等ございましたら、お申し出いただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

  続きまして、資料の内容について御説明させていただきます。 

 本日の議題でもございます消費者基本計画について、資料１で簡単にまとめております。

  先の通常国会で改正された「消費者基本法」におきまして、消費者基本計画に関し、次

のように定められております。 

まず、政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画を定めること。

消費者基本計画において定める事項として、長期的に構ずるべき消費者政策の大綱、消
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費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項が定められております。 

  また、計画の案の作成主体につきましては、消費者政策会議が担うこととされておりま

す。また、この会議では、消費者基本計画の案を作成するとき、国民生活審議会の意見を

聴かなければならないとされております。 

  そして最終的には、内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき、閣議決定を求め、閣

議決定後、同計画について公表すると定められております。 

  次に、資料２でございます。これは消費者政策会議が消費者基本計画の案の作成方針に

ついて決定した内容でございます。 

  Ⅰ.作成の趣旨でございますが、資料１で先ほど申し上げたことが記載されております。 

  続きまして、Ⅱの計画の枠組みでございます。消費者利益の擁護・増進に関する重要課

題に政府全体として計画的・一体的に取り組むに当たっての基本的方針として、①から③

の事項を定めるとしております。計画期間は、17年度からの５か年ということでございま

す。 

 次に、計画の骨子として、３つございますが、１点目、計画の基本的な考え方、消費者

基本法において定められた消費者政策の基本理念に則り、消費者政策を計画的・一体的に

推進するとしております。 

 ２点目、施策の基本的方向及び具体的施策の内容でございます。消費者基本法で定めら

れております消費者の権利、基本的施策に則して項目立てをしておりまして、各項目につ

きまして、具体的施策の例と併せて記載しております。 

 まず安全の確保でございます。具体的施策の例といたしまして、リコール制度の強化、

危害・欠陥情報の収集・公表に関する仕組みの充実、リスク分析手法に基づく食品の安全

性の確保と分けております。 

 続きまして、選択の機会の確保。消費者契約の適正化等に関しましては、架空請求・不

当請求トラブルへの対応、外国為替証拠金取引への法的規制、消費者団体訴訟制度の導入、

消費者契約法の見直しを挙げております。 

 計量・規格の適正化につきましては、高齢者・障害者向けの製品等に関するＪＩＳの整

備。また、広告その他の表示の適正化等に関しましては、わかりやすい表示ルールの整備・

普及、公正自由な競争の促進等に関しましては、消費者の適正な選択を歪める行為への対

応策強化を挙げております。 

 ３ページ目でございますが、必要な情報の提供としまして、消費者の自立支援のための
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啓発活動の推進、消費者教育の推進としまして、学校、地域、家庭、職域などの場を通じ

た生涯にわたる教育・学習機会の充実。消費者の意見の反映としまして、消費者政策への

意見の反映、施策策定過程における透明性の確保。消費者被害の救済といたしまして、苦

情処理のあっせん等の促進、消費生活相談のための人材の確保及び資質の向上、裁判外紛

争解決の促進を挙げております。経済社会の変化に応じた対応といたしまして、高度情報

通信社会の進展の対応、国際的な連携の確保、環境の保全への配慮につきまして、それぞ

れ具体的施策の例と併せて記載しております。また、その他といたしまして、試験・検査

等の施設の整備等、また、４ページ目でございますが、国民生活センターの中核的役割に

つきまして記載をしております。 

 3点目は計画を推進するために必要な方策でございますが、会議を中心に計画に盛り込ま

れた具体的施策を強力に推進するとともに、会議は、毎年、計画に盛り込まれた具体的施

策の進捗状況につきまして、検証、評価、監視を行い、その結果に基づき、計画の必要な

見直しを行うとしております。 

 また、新たな消費者問題の発生に際しては、迅速かつ的確な対応を図るため、会議を機

動的に開催し、迅速に有効な施策を検討・実施するとしております。 

 最後に今後の進め方としまして、会議は国民生活審議会の意見を聴取の上、平成17年３

月を目途に計画の案を作成し、また、当該作成に資するため、内閣府において、国民各層

の意見を聴取することにしております。 

  次に資料３でございますが、同日の消費者政策会議で併せて決定されたものとして、架

空請求・不当請求に関する消費者トラブルへの対応策というものがございますので御紹介

させていただきたいと思います。 

  消費者から各地の消費生活センターに寄せられる架空請求・不当請求に関する苦情相談

が著しく増加し、大きな社会問題となっております。また、消費生活センターでは、この

影響を受けまして、その他の消費生活相談に対応することが困難になるなど、その業務に

支障が生じております。本件は、この問題の対策について決定したものでございます。全

体で４つの柱から構成されております。 

  ２ページ目でございますが、携帯電話の犯罪利用の防止として、架空請求の犯罪に利用

されることの多いプリペイド式携帯電話に係る本人の確認の徹底やその利用停止等につい

て検討を進め、早急に結論を得ることと決定されました。 

  ３ページ目でございますが、預金口座の不正利用の防止として、預金口座の不正売買を
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防止するための方策について、早急に検討し、９月末を目途にその方向性について結論を

得ることと決定されました。 

  ４ページ目、警察当局による取締りとして、都道府県警察本部は、今後さらに対策班の

設置等を通じて取締りを積極的に推進することなどが決定されました。 

  ５ページ目でございますが、広報・啓発としまして、関係省庁は相互に連携し、関係団

体等の協力を得つつ、消費者に対する広報・啓発活動を強化すること、また、国民生活セ

ンターは、本年８月架空請求等を行っている事業者名を公表したところでございますが、

今後も引き続きこうした取組みを行っていくことなどを決定しております。 

  ７ページ目でございますが、参考として架空請求に係る消費者トラブルの現状、動向、

また架空請求の典型例を記載させていただいております。 

 次に資料４でございます。消費者政策会議関係委員会議の開催についてというものでご

ざいまして、消費者政策会議会長決定されたものでございます。新たに発生する消費者問

題等に機動的に対応するため、こうした場合につきましては、消費者政策会議の委員のう

ち、関係する委員のみによる会議を開催する旨を決定したものでございます。 

 次に資料５でございます。消費者基本計画に戻させていただきまして、その作成スケジ

ュールについて説明させていただきます。 

 国民生活審議会消費者政策部会につきましては、今回９月、それから11月、12月、３月

の計４回開催を予定しております。12月につきましては計画の素案について、また３月に

おきましては、計画の案につきまして御討議いただき、意見をとりまとめていただきたい

と考えております。それから10月冒頭にございますが、本日の会議の終了の後、追加等の

意見がございましたら、皆様方から文書による意見を頂戴いたしたいと考えております。

また11月、消費者団体からの意見聴取というものも予定しております。１月以降でござい

ますが、パブリックコメントの実施を予定しております。 

  それから、次に資料６でございます。消費者基本計画の具体化について御審議いただき

たいと考えておりますが、御検討に当たっての参考といたしまして、この部会での報告書

「21世紀型の消費者政策の在り方について」に盛り込まれました提言につきまして、消費

者基本計画の作成方針に記載されている具体的施策の内容にかかわる項目立てに則して整

理させていただいたものでございます。安全の確保につきましては、安全基準の整備、リ

コール制度の強化、危害・欠陥情報の収集・公表、販売業者の責務の明確化、消費者被害

の救済を御提言いただいております。 
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 それから選択の機会の確保につきましては、契約の適正化等につきましては、消費者契

約に関する情報提供、執拗な勧誘の抑止、消費者の特性に応じた勧誘、指定商品・指定役

務制の在り方、消費者信用の適正化、また、広告その他の表示の適正化等につきましては

広告表示の適正化、表示ルールの充実、公正自由の競争の促進等に関しましては、競争政

策との連携を御提言いただいております。 

 消費者教育につきましては、機会の拡充、内容の充実、担い手の強化を御指摘いただい

ております。 

 また、消費者被害の救済につきましては、行政による苦情処理体制の整備、多様な裁判

外紛争解決の整備、消費者トラブルにおける仲裁でございます。 

  それから経済社会の変化に応じた対応として、高度情報通信社会の進展への対応といた

しまして、ルール等の整備、情報提供・消費者教育の充実、苦情処理・紛争解決の体制整

備、ＩＴを積極的に活用した消費者政策の展開。国際的な連携の確保といたしまして、輸

入品の安全性の確保、国際的な消費者取引の適正化、国際的な苦情処理・紛争解決体制の

強化でございます。 

 環境の保全への配慮といたしまして、環境ラベル制度の整備・普及、環境に関する広告・

表示の適正化、消費者啓発・教育の充実と情報のネットワーク化を御指摘いただいており

ます。 

 その他でございますが、試験・検査等の施設の整備等、国民生活センターの中核的な役

割についての指摘、違法・不当行為の抑止と監視、行政による自主行動基準の策定・運用

の促進、公益通報者保護制度の整備、消費者団体訴訟制度の導入について御提言をいただ

いております。 

 こちらからの説明は以上でございます。 

○落合部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御説明等に基づき

まして、消費者基本計画の案についての意見を伺うということになっておりますので、自

由に御発言をお願いしたいと思います。 

 消費者基本計画は、先ほど御説明がありましたように17年度から５年間の国のいわば基

本的な消費者行政の在り方というものを決める非常に重要なものでありますので、今度の

消費者基本法では、国民生活審議会の意見を聴かなければならないということになってお

ります。従いまして、そういう観点からぜひ積極的に御意見をいただけたらと思います。

それではよろしくお願いいたします。どうぞ長田委員。 
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○長田委員 今御説明もありましたし、部会長からのお話もありましたように、この基本

計画はほんとに大切なものだと思っております。消費者保護基本法を変えるときにいろん

な議論が第18次消費者政策部会でありました際にも、特に消費者行政の一元化というのが

求められておりましたので、その中で内閣府がどうリーダーシップをとって消費者行政を

まとめていくのかという中で、その方策として、この基本計画というのが重要な位置を占

めていると考えております。今回お示しいただきました案や、それから作成のスケジュー

ルなどをみましても、事務方に作成の責務が非常に大きく負わされているようなスケジュ

ールになっていると思うのですが、この議論は、この部会の下にワーキンググループのよ

うなものをつくって、少し丁寧な議論の上で部会に反映していくというような形をとって

いただいた方がよいのではないかと思います。その際には、先ほど消費者団体のヒアリン

グというふうなスケジュールの御提案がありましたけれども、そのワーキンググループの

中ででも、そしてまたヒアリングの中でも消費者団体もぜひいろいろ協力をさせていただ

きたいというふうに考えています。 

  今回の示されました案の中では、基本法に基づいて施策を整理していただいているわけ

ですけれども、先ほどの架空請求などのところのような、この問題に取り組むためには、

こことこことここが何をするんだというような幾つかのアクションプランが出されていく

というものと同時に、消費者行政のルーティンでいつも皆さんがやっていらっしゃるもの

もまた一覧としてあるような二本立てであった方がよいのではないかというふうに考えま

す。そういうことを考えると、非常に作業としても大変なものになるだろうと想定されま

すので、ぜひワーキンググループの設置をお考えいただければと思います。 

○落合部会長 長田委員どうもありがとうございました。ほかに御意見ございますでしょ

うか。 

  原委員どうぞ。 

○原委員 資料を提出させていただいております。ちょっと資料ナンバーがついておりま

せんで、昨日の真夜中の１時ごろお送りをいたしまして、ほんとは昨日の朝送ったつもり

であったんですが、戻ってきておりましてすみません。大変手違いをいたしまして。 

 資料は5枚で、後で丁寧に見ていただければと思いますが、私自身の考え方は骨子として

２つぐらいのことを思っておりまして、１つは、１番のところに書いておきましたけれど

も、策定に当たってのスケジュールと内容です。一応来年３月というところまでは区切ら

れていて、そして今日もスケジュールが出されているわけですけれども、今回初めての消



 7

費者基本計画の策定ということになりますので、ほんとにしっかりしたものをつくってい

きたいということです。そのためには、そこにも書きましたように、やはり消費者基本計

画が国の政策の中核になるという位置づけですから、内閣府がリーダーシップをとってや

っていけるような仕組みをとっていただきたい。長田さんの方から、作業的には、こちら

でワーキンググループを、という話がありましたけれども、もう一つ心配しているのが、

各省庁に受け皿があるのかどうかというところです。消費者担当のセクションを設けてい

らっしゃるところはいいですけれども、そうでないところのことを大変気にしておりまし

て、受け皿が各省庁にあって、連携をとれるようになっているのか。連携というより、も

っと内閣府の方でリーダーシップをとれるような仕組みをぜひ構築していただきたいとい

うことです。 

 内容的なところでは、できるだけ多くの消費者の方の意見を反映していただきたいと思

っておりまして、パブリックコメントをとられるようですけれども、パブリックコメント

をとった段階で意見の反映というのがどれぐらい可能なのかということも考えると、やは

り10月とか、11月の段階で、ここのメンバーだけではなくて、多くの消費者の意見を聴け

るという仕組みも設けていただきたいと思います。先日もちょっと東京都の立川のセンタ

ーで講演をさせていただいたときも、やはり聴いていらっしゃる方から、私も意見を言い

たいというような方がいらっしゃいました。そういうような方の御意見というのは、ぜひ

私は反映をさせていただきたいと思っております。 

  それから２つ目ですが、これは消費者基本計画をどういう形で作成をしていくかという、

その姿のことなんですけれども、一応年次は５年なり、３年なりというふうに全体では括

られますけれども、１年ごとにその成果、フォローアップができて、そしてステップアッ

プがしていけるわけですから、アクションプランの形で策定をしていただきたいと思って

おります。消費者基本法の条文の中に検証とか、監視とかという文言が入っていたかとい

うふうに思いますけれども、そのためには、基本計画で何をやるかということの項目が具

体的であるということと、いつまでという年次が明記されているということが必須条件だ

というふうに思いますので、今日お示しいただいた項目の立て方は、かなりまだ漠然とし

たものですけれども、具体化を図っていただきたいと思っております。 

  それから監視のところでは、国民生活審議会がかかわるという形が一番いいのではない

かなというふうに思っておりますので、国民生活審議会をどのようにかかわらせていくか

というところを、工夫していただきたいと思っております。 



 8

 私自身、一方で規制改革会議の方に加わっておりますが、規制改革会議のやり方は非常

に参考になるところがあります。３年計画で具体的な項目を立てて、それから年次目標を

立ててフォローアップをして、ステップアップをしていくというような仕組みをとってお

りますので、ぜひそういったところを参考に、作成のところ、骨格のところの議論という

のも、内容と併せて丁寧に詰めていっていただきたいと思っております。 

  全体的なところでそういう意見を出させていただきます。 

○落合部会長 どうもありがとうございました。ほかに御意見ございますでしょうか。大

河内委員どうぞ。 

○大河内委員  今まで皆さんがおっしゃってくださったことは、私もそういうふうに思っ

ていますし、ここに書いてあることが全部必要なことであると思っているんですけれども、

もうちょっと個別なところで少し御提案がありますので申し上げます。 

  安全の確保のところなんですけれども、基本法の11条のところで、リコール制度の運用

強化というふうに書いてありますが、全部の製品にリコール制度を設けてほしいというこ

とと同時に、リコールに伴って新聞などに社告が出るんですけれども、その内容がいろい

ろでして、わかりにくいと私たちは思っています。これはいけないものだったんだけれど

も、今までの分は大丈夫だとか、そういうような書き方ではっきりしないので、この社告

のわかりやすさ、在り方について、何か検討していただいて、基準のようなものをつくっ

ていただきたいなというふうに思っております。 

  それから、基本法の第18条の意見の反映・透明性の確保のところですが、先ほども原委

員がおっしゃっていたパブリックコメントの在り方もぜひ検討するとか、見直していただ

きたいと思っています。今のやり方ですと、パブリックコメントの結果を公表したりはし

ていただいているんですが、出すだけで一方通行になっていまして、それが結果に反映さ

れたり、されなかったりするわけですけれども、なぜ反映されたのか、なぜされなかった

のかというようなところも、はっきり公表していただきたいなと思っております。 

  それから、先ほどから皆さんから出ていましたけれども、第24条の行政組織の整備です

が、やはり消費者行政はほとんど全部の法律に、それから問題に対してかかわってまいり

ますので、どこかが司令塔になってリーダーシップをとってやっていかないと、いろいろ

なことが解決、被害も救済されないというようなことが続いていくように思いますから、

ぜひ司令塔となる組織をつくるというような項目も入れていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 
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○落合部会長 ありがとうございました。ほかに御意見ございますか。髙橋委員どうぞ。 

○髙橋（伸）委員 私も同種の意見でございますけれども、この基本計画は実効性をどう

上げていくのかということが一番重要だというふうに思います。ですので、中身について

も申し上げたいことがたくさんあるんですけれども、まず、その計画のつくり方と、その

計画の動かし方というところで意見を申し上げたいと思います。 

 今までも御意見が皆さんから出ていますけれども、やはり内閣府の強いリーダーシップ

というのが求められていると思います。各省庁の消費者行政の窓口とどういうふうに連携

をとっていくのか、そのパートナーシップの体制がよくわかるようにしていただきたいと

いうのが１点でございます。 

  それからもう一つ重要なのは、地方行政とのパートナーシップだと思っています。地方

の消費者行政の方でも、今、基本法の改正に伴って、条令の改正を行っているんですけれ

ども、基本計画を持っているところと持っていないところがあります。いずれにしても、

この国の基本計画がどうできるのかということを注視しているわけなのです。ＩＴ社会で

広域的で、地域性がなくみんな一緒の問題と、その地方独自の問題というのがあると思う

のですけれども、この基本計画と、地方との関係も明確に分かるような組織的な図も描い

ていただきたいというふうに思っています。 

 ３点目は、やはり消費者自身の自覚と、行動を促すような計画である必要があると思っ

ております。今までもフォーラムとかで消費者団体と一緒に活動することはあったと思う

んですけれども、計画の段階だけではなくて、今回の基本計画の一つの大きなポイントで

あります検証とか、評価とか、監視とか、ここのところにどれだけ消費者が参画できるの

かということが重要だと思っております。ですので、消費者の参画、そして一人一人の消

費者が自覚を持って行動できるような計画を、まさに広く周知していくということを求め

たいと思います。 

 以上です。 

○落合部会長 ありがとうございました。ほかに御意見ございますでしょうか。石戸谷委

員どうぞ。 

○石戸谷委員 意見の方は資料７で配布していただいておりますが、中身については、か

なりの分量がありますので、計画のつくり方に絞って意見を申し上げたいと思います。 

 改正前の消費者保護基本法の消費者保護会議をどういうふうに、さらに機能あるものに

するかということでいろいろ議論があり、21世紀型の方でもどういうものにするかという
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のが提言されたわけですが、それを法律の形にするための各党の調整の過程で具体的なも

のであり、それがどういう具合に進展していくかというのがはっきりした形で目に見える、

それを検証して評価して監視するという形であるべきということで、第27条というのがつ

くり上げられてきたと、こういう経過があると思うんですね。ですので、それに対して国

民生活審議会の方の意見を聴かれたときに、国民生活審議会の意見を述べるわけですけど、

その意見というのも、それに対応した形の意見でなければいけない。それが審議会の責務

であるというふうに考えております。そうしますと、その意見そのものはかなり法の方で

要求している程度に具体的なものでなければいけないというふうに考えております。 

  そうしますと、もともと21世紀型の方でとりまとめた中身そのものが、先ほど御紹介が

ありましたとおり非常に多岐にわたっており、それらをどうやって盛り込むかという話に

なりますが、それでも、さらに検討するとか、さらに具体的にしないといけない点という

のが見ると多岐にわたっています。そのため、それを具体的にどう計画の中に盛り込むべ

きかということになりますと、非常に多方面な検討をしないといけないということになる

ので、11月１回、12月１回というふうな形で審議をしても、時間の制約もありますので、

計画の内容の各項目について具体的な議論をこの時間内でするというのは、なかなか現実

的でないということがあります。部会を連続的に開くという方法もあると思って意見にも

書いたんですが、ちょっと日程調整その他のプロセスを見ていますと、なかなか物理的に

難しいということがある。そうであれば、やはり部会の意見をまとめるに際して、その準

備をする担当をつくって、各分野において、具体的な意見を集約して、どれを盛り込む、

盛り込まないということや、盛り込む場合には、具体的に指摘された点について、さらに

具体的にどういう方策であるのか、どの法律をどうするといったようなことまで検討して

いくとなると、かなりの作業になるはずです。消費者基本計画の案を作成するときは国民

生活審議会の意見を聴かなければならないと基本法の中で位置づけられており、非常に重

要な事柄だと思いますので、部会の委員としても、基本法が要求している形に答える義務

があるだろうということで、とりあえず、資料７で、大きい項目が13項目、中で枝分かれ

していますので20項目ぐらいの論点について、こちらとしては、現段階でやれる範囲でま

とめてみたということであります。これが全部ではなく、さらにそれを明確にして、細か

くしていかなければならないというところが多々ありますので、中身のあるものが意見と

して出せるような作業の方法というものをぜひ考えていただきたいと思います。 

○落合部会長 ありがとうございました。ほかに御意見ございますでしょうか。どうぞ原
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委員。 

○原委員 恐縮です。補足でお返事をいただきたいなというふうに思っているのは、ワー

キンググループをつくるべきといったことや、かなり具体的に、例えば、大河内さんから

リコールの広告の話が出ましたし、それから石戸谷先生が出されているのも、かなり具体

的に書かれているんですが、これを各省庁がきちんと受け止めてやっていただける体制に

なっているかどうかというところが一番私は気になっています。一昨日に金融審議会の第

一部会があって、金融サービス法の提言ということで、消費者基本計画の方にも盛り込み

たいという発言をしたんですけれども、向こうも「へえー」というような感じの感想でし

た。金融庁の中にも担当のセクションがないのが問題だと思う一方で、経済産業省とかは

ありますので、そこは連携がとれるような感じがしているんですけれども、各省庁の受け

皿づくりというんでしょうか、そこについてはちょっとお返事をいただいた方が次の話も

しやすいという感じがしますが、いかがでしょうか。 

○落合部会長 それでは、事務局の方から。 

○服部消費者企画課長  各省との連携でございますが、消費者政策の担当課長会議という

ものをつくっておりますので、それを活用したいと考えております。 

  それから、先ほどからいろいろな御意見、作業部会等のお話をいただいておりますけれ

ども、21世紀型の消費者政策の在り方についてということで、相当広範囲に御意見、御提

言をいただいておりますので、こういったものの具体化を関係省庁ともいろいろ相談して

いくのが現実的と考えております。 

○落合部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。糠谷委員どうぞ。 

○糠谷委員 皆さんおっしゃったこととも関係しますが、幾つか申し上げたいと思います。 

 １つは、今回最初の基本計画になるわけですから、大変画期的ですし、生活局の皆さん

は大変責任重大だと思います。私も現役のときに、どちらかというと、計画畑が長く、今

のはやりではございませんけれども、経済計画とか、国土計画とか、社会資本整備計画と

かという分野に長く携わりました。計画というのは、最初にパターンができますと、それ

を後から変えるというのはなかなか難しいので、後任の人間は大体、よっぽど野心的な後

任が出ない限り、踏襲すればいいやということになりますので、心してやっていただきた

いというのが１つなんですね。 

 その関係で言いますと、第一番目の計画の枠組みの中で書いておられる計画の基本的な

考え方というところ、これはもちろん具体的な施策が大切というのは当然なんですけれど
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も、基本的考え方のところで計画期間が５年とあります。この５年間をどう考えるのかと

いうのがないといけないので、そこのところを５年なら５年、どういうことに重点を置い

て考えるんだというスタンスで基本的考え方を書いていただきたい、こういう気がします。 

 それとの関連で申し上げますと、国民生活センターで見ておりましても、消費者問題と

いうのは毎年いろんな問題が出てきますので、決めたことが５年で変わるわけではないの

で、ローリングプランというわけにもなかなかいかないと思います。しかし、年度年度ど

うやってフォローアップしていくかということも含めて、新しい問題にどう対応していく

かというのを、計画の枠の中でどうやっていくかということを考えていただきたいと思い

ます。 

  あと具体的な施策の内容は、これは具体的になったところでだと思いますが、どこまで

細かく具体的施策を書くのかというのを一度お考えいただいて、事務局のお考えをお聞か

せいただいたらいいと思います。従来の消費者保護会議決定のように、百科事典みたいな

のがゴロゴロ書いてあるという計画もあるんですね。ですから、そういう行き方をするの

かどうか、また具体性がなきゃいけないので、抽象的なことを書いてみても仕方がないわ

けですが、基本計画としてどこまで踏み込むのか、そこの細かさの程度をお考えいただい

た方がいいんじゃないかという気がいたします。 

○落合部会長 ありがとうございました。鶴田委員どうぞ。 

○鶴田委員  皆さんがおっしゃったこととも関係するところがございますけれども、基本

計画をつくるということは非常に画期的というふうに思います。今までこういう総合的な

計画が消費者行政に関してございませんでしたから、大変意義深いものと思っております。

私は、今度の基本法によって、消費者の基本理念が保護から自立へと変わってきたことで、

ある意味では、消費者主権をどう確立するかということが、これからの大きなテーマにな

ると思います。その場合に、マーケットがうまく機能しているということは、ある意味で

必要条件だと思いますが、あくまで必要条件であって、必ずしも十分条件ではない。マー

ケットでは処理できない、あるいは解決できない問題がたくさんございますから、それに

対して政府がどう対応するかというところがなければ、消費者主権というのは、確立でき

ないだろうと思います。そういう意味では、基本計画をつくることによって、初めてそこ

で必要条件と十分条件がそろって、消費者主権を確立するための制度が、仕組みができ上

がるのかなと思っています。 

 そういうことを考えますと、計画の中で、基本理念をどう埋め込んで、具体的な項目と
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して何を盛り込むのかということが大きな課題としてありますが、やはりマーケットの関

係をきっちり整理しておくというのが私は大事だろうと思います。マーケットに委ねられ

る部分は政府が何もそこに踏み込まなくていいわけですから、マーケットで解決できるも

のは何であって、解決できないものは何かというところをきっちりこの計画の中で明示し

ていただきたいというふうに思います。 

 それは過剰な介入を避けるということでありまして、それをいかに排除していくかとい

う観点から言えば、市場と計画との関係性といいましょうか、それはきっちり書き込んで

いただきたいというのが第１点であります。 

 第２点は、この計画をつくっただけでは余り意味がないので、それをどう具体的に現実

の中で実践していくかということだろうと思います。それは何人かの方もおっしゃってお

りましたけれども、各省庁との役割分担というのがものすごく大事ですし、それは中央省

庁だけじゃなくて、自治体もありますし、例えば、国民生活センターのような独立行政法

人とどういう関係を持っていくのか。いずれにしても、今まで消費者にかかわる法律がた

くさんあって、どこがどういうふうに関係し合っているのかということがよくわからない

面がございましたから、そういう各省との関係も含めて、各省が持っていらっしゃる法体

系とも、どういうつながりがあるのかということを、この計画の中できっちりしていただ

きたいです。そういった実効性を担保するための仕組みを今からでも事務局側できっちり

お考えいただきたいなというふうに思います。 

 先ほど各省庁の担当課長会議があるから、その場で、ということもございましたけれど

も、それも１つであろうというふうに思います。しかし、もう少し消費者の方から見て、

各省庁がどういう役割り分担を担っているのかということがわかりやすく整理されること

が必要だろうと思います。今、各省庁と申しましたが、自治体も含めて、あるいは独立行

政法人も含めてであります。 

 ３番目に、５年計画でございますから、多分この５年後には、また計画を継続するのか

どうかということの見直しの作業があると思うのでありますけれども、そのプロセスにお

きましても、絶えず計画が有効に機能しているのかどうか、実効性を持っているのかどう

かということを検討する場が必要というふうに思います。 

 以上であります。 

○落合部会長 ありがとうございました。石戸谷委員どうぞ。 

○石戸谷委員 先ほど課長の方から、基本計画の案を練るにあたっては各省庁と打ち合わ
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せしてというお話がありました。それはそのとおりだと思います。そういう具合に作業が

進むというのは当然で、「21世紀型の消費者政策の在り方」をベースにというのは、いい

んですけれども、１つには、報告書が出てから１年半ぐらい経っているということで、新

しい事態が出てきており、各省庁でまたいろんな動きがあるわけですね。投資サービス法

もそうですし、為替証拠金については、臨時国会での法規制も出されます。こうした21世

紀型で全然議論していないような問題がどんどん動いてきているわけなので、21世紀型で

やればいいということでは、私は不十分だと思います。 

 それから、各省庁と打ち合わせてつくっていくのが現実的という話だと、基本法の第27

条３項というのが全然意味がなくなってしまいます。当然、そういう形でつくっていくで

しょうけれども、基本法の第27条３項では、案を作成しようとするときは、国民生活審議

会の意見を聴かなければならないとなっているので、国民生活審議会の意見をまとめるに

ついて、その論点が非常に多岐にわたっており、具体的に検討を要することが非常にたく

さんあるので、部会の方で議論していくための準備のチームをつくったらどうですかと言

っているわけなので、そこのところは、各省庁でやるからいいんだというようなことだと、

これは基本法の骨組みと全然合わないと思います。 

○落合部会長 恐らく事務局が言われたのは、結局個々の施策をやっていくに当たっては、

各省庁が権限を持っているわけですね。したがって、もちろん、権限を持っている事項と

権限を持っていない事項にまたがって、消費者基本計画で目指すべき事項というものはま

たがる場合もあるんでしょうけれども、各省庁の権限に属している事柄については、そこ

が動いてくれないとどうしようもないということがあるので、その動かし方は、実務的な

レベルで課長会議というようなあたりでとりあえず対応しましょうという趣旨なんでしょ

うけれども、もうちょっと上部の国のレベルが、少し上の方の段階で全体的にコーディネ

ートしてやっていくと。具体的な実務レベルでの話のほかに、もうちょっと高次の部分が

あるといいなというような感じもするわけですけれども、それらも含めて、今いろいろ御

意見が出されましたので、それは結局、まさに消費者基本計画をつくるに当たって、国民

生活審議会の意見を聴かなければいけないという、法で定められているところに応じて、

まさにここでいろいろな御意見が出されているということになろうかと思います。そうい

う意味でも、いろいろ積極的に御意見をお出しいただきたいと思います。どうぞ品川委員。 

○品川委員  皆さんから意見が出されていることですけれども、いわば今度の基本計画の

前史みたいなものとして、消費者保護基本法の下の消費者保護会議の毎年の決定というの
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があったわけですね。あれがいわば各省庁から出された消費者政策を１冊にまとめるとい

う、いわゆる電話帳としてできていたわけで、ああいうことだけでは不十分で、政府一体

として重点を決めた消費者政策が必要ということで、今度の基本法となっていると思いま

す。そんな点で今回出されているような具体的施策の内容として、基本的な視点が出され

て、そこを重点に基本計画がつくられるということ、そのこと自体は非常に大切なことだ

と思うんです。同時に各省庁の消費者政策自体は、必ずしもここで列記されている基本施

策の内容でカバーできないようなことも含めて、いろんな施策が現実には行われているわ

けです。そんな点では、各省庁が担うそれぞれの消費者政策と、この基本計画の関係につ

いてどういう整理をするかということが、まず計画段階で必要だということが１つありま

す。それから執行について、毎年内容を検証したり、評価したり、監視したりということ

があるわけですけれども、毎年の検証、評価、監視が基本計画で盛り込まれる重点事項だ

けでなしに、各省庁が行っている消費者政策全体についても、監視なり、評価なりが行わ

れるような仕組みを織り込んでいくということがもう一つ必要だと思います。 

 そういうことをやっていくということで言いますと、先ほど御紹介されたような各省の

担当課長会議が持たれるということであるとすれば、そうした内容がこの国民生活審議会

に対して、内容として開示されるというようなこともあっていいのではなかろうかと思っ

ているわけです。その点だけ意見申し上げます。 

○落合部会長 ありがとうございました。ほかに御意見ございますでしょうか。ぜひ積極

的に御意見いただきたいと思いますが。 

○田口国民生活局長 いろいろ貴重な御意見をいただきまして、私どももご意見を十分踏

まえて計画づくり、計画の案の作成に取り組んでいこうと思っております。 

 まず一つは、今回の基本計画づくりが新しい基本法に基づく初めての試みだということ

で、その重要性については十分認識しているつもりでございます。したがいまして、今回

の基本計画、第１回目の基本計画というのをできるだけ意味のあるもの、実のあるもの、

あるいは実効性を伴うものにしていかなければいけないということは我々も十分認識して

いるつもりでございます。 

 その一方で、この基本計画が基本法にもありますように、最終的には閣議決定を行うと

いうことでございますので、政府全体として合意を得て取り組んでいけるものでなければ

ならないということもあるわけです。政策の大きな方向性を大胆に示していくという意味

合いと、一方、政府全体として合意をとって、それで取り組んでいくという、その二面性
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をどう調和させていくかというところを、これから十分頭に置いて取り組んでいかなけれ

ばいけない。またそこがこれからの取組み過程で一番工夫を図っていかなければいけない

ところではないかと思っております。 

 それから内容でございますが、従来、消費者保護会議で作っておりました「具体的方策」

というものが、ある意味で、各省庁の現在やっている施策の確認的な記述にとどまってい

るのではないかという御指摘を従来からいただいておりまして、そういうものにとどまっ

てはいけないということは当然のことでございます。実効性の伴う大きな方向性を示して

いくということで意味のあるものをつくっていきたいと思っております。 

 また、この基本計画は、政策の大きな方向性を示すということであるわけですけれども、

他方で、今現実に起こっているいろいろな問題、架空請求の問題でありますとか、外為証

拠金取引の問題でありますとか、あるいはこれからもさらに新しい問題が出てくると思わ

れるわけでございます。こうした問題に対して、政策の大きな方向性を示していかなけれ

ばいけないという計画の本来の役割との調和をどう図っていくかが課題になってくるわけ

でございます。 

 今回ご説明した策定方針の中では、大きな項目と同時に、「具体的施策の例」を掲げて

おります。今回の基本計画では、全般の政策スタンスを単に網羅的に整理するというだけ

ではなくて、現実に起こっている問題に対しても政策の方向性をきちんと示せるようなも

のにするという点もその役割としてあると思っております。したがって、すべての問題に

ついて総括的に示すということではなくて、現時点で考えてみて、重要な課題については、

少し重点的にある程度掘り下げた方向性をできるだけ示していきたいと思っております。 

 糠谷委員から、全般的な百科事典のようなものにしてはいけないというご指摘がござい

ましたが、他方、その施策にどこまで具体的に書けるのかという点、これは我々が、これ

から十分工夫を図っていかなければいけないと思っておりますが、その一つのとっかかり

という意味も込めまして、この今回の作成方針では、「具体的施策の例」、こういうよう

なところに、政策の具体的方向性をできるだけ盛り込んでいけるようにしていければと思

っております。 

 それから、そういうものを固めていくに当たってのプロセスでございますが、石戸谷委

員の方から、単に各省庁でまとまった話を淡々と書き込むということでは、基本計画の役

割を果たせないだろうという御指摘でございますが、その点は十分頭に置いておかなけれ

ばいけないと私どもも思っております。 
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 ただ、基本計画では、具体的施策について、単に提言というわけにもいかないというこ

とで、その辺を踏まえてどうとりまとめていくかということで、先ほど課長の方から各省

庁担当課長会議を活用してと申し上げましたが、これは単に課長会議でまとまったものだ

けを載せるということではなくて、一方で各界からの意見聴取をして、そこからの御意見

も十分踏まえながら検討していくということでございます。この秋以降、消費者団体の方々

からの御意見も伺います。また地方公共団体からの意見聴取も秋には予定しております。

そういう中でいただいた意見もできるだけ取り込むように工夫をしていきたいと思ってお

ります。また、そういうものとすり合わせをしながら、各省庁の施策とどう調和を図って

いくか、それを基本計画の中にどう盛り込んでいくか、それを第１回の試みということで

試行錯誤を重ねながら進めていければというふうに思っております。 

 当然のことながら、国生審の場での御意見をできるだけ計画に反映していくような工夫

を図っていければと思っております。 

○落合部会長 原委員どうぞ。 

○原委員 度々で大変恐縮ですけれども、昨夜の全国消費者団体連絡会で、こちらのメン

バー数人、それから消費者団体の方々も御一緒に、これからの消費者基本計画の策定につ

いて、どういうふうにしていったらいいのかというお話をしました。今、１時間議論して

いますけれども、それぞれ言葉が足りなかったり、ちょっと行き違っているというような

感じの部分もあるかというふうに思います。私自身は今までの議論を聞いていて、昨夜の

議論の結論を考えると３点意見を述べさせていただきます。１つは、今、田口局長がおっ

しゃられたように、電話帳だけみたいな、それだけのものではやっぱりしょうがないだろ

うという話はあるとおりで、ただ、両方がほしいという意見でした。だから、アクション

プラン的に重点計画を立てて、これをやっていって、年次的にどこまで達成できたかでや

っていくというものと、それから施策として確実に何をやってきたかというものも必要と

いうふうに考えていて、それは行政の担当の方が２年とか、３年でかわられて、それまで

何をやっていらしたかというのがなかなかうまく引き継いでいらっしゃらないとか、それ

から、監視とか検証のためにも何をやられたかということの報告書的なものはほしいので、

両方が必要だというのが昨日の皆さんの御意見でした。 

 それから石戸谷委員の方からもご発言が出ているとおりに、やはり消費者基本計画を策

定する主導権というのは、私は内閣府国民生活審議会にあると考えているので、各省庁の

実務の担当の方と話をされるというのは、ここで出された提案がどういう形で実現をして



 18

いくことが可能かどうかということの話をしていただきたいということで、各省庁が何を

やれるかというところを持ってきて集めてください、調整をしてくださいという意味では

ないというふうに思います。それは昨夜の皆さんの御意見でもありました。 

 それから３点目なんですけれども、基本計画ができる最大の意義というのは、これまで

の消費者政策というのは、私が見ている限り非常に後追い的です。被害が起きて、じゃ、

どうしようかとか、または、こういう動きがあるけれども、どうしようかという、すごく

対症療法的な感じでした。ただようやく製造物責任法とか、消費者契約法とかを策定する

中で、もうちょっと先取り的な消費者政策ができるようにはなったとは思います。鶴田委

員の方からも競争政策との関係がちょっと出ましたけれども、先取り的な消費者政策の展

開ができるというところにも非常に意義があるというふうに考えていますので、かなり発

想の転換をして、取り組んでいくという体制をとらないといけないという感じを持ってお

ります。 

○落合部会長 確かに、いわば基本計画に盛り込むべき事項を過不足なく、あるいは漏れ

なく、重要な点を拾い上げるということは、ミニマムの点なんでしょうね。ですから、今、

原委員が言われたのは、それだけで留まるのではいけなくて、もう一つ必要だろうと。そ

の部分は恐らく、私の個人的な意見ですけれども、やはり戦略というものが必要なんじゃ

ないか。日本国として、あるいは内閣として、消費者政策というものを５年間の中で一体

どういう戦略を持って実現していくのかというようなことが、消費者基本計画を読むとわ

かるというようなものになってくれると非常にいいと思います。その両方が過不足なく重

要事項を拾い上げると同時に、この戦略をどうするんだというところも併せて、両輪とし

て消費者基本計画というものができ上がると、まさに消費者基本法が考えている画期的な

ものになるのではないか。そういう方向を目指すようなことが、今まで各委員が出された

のも基本的には同じような考え方であったと思いますので、私の個人的な感じとしても、

そういう方向は望ましいなというふうに思っております。 

 それから、まだほかに御意見を出されていない委員もおられますので、ぜひ出していた

だきたいと思います。恐縮ですが、山本委員いかがでしょうか。 

○山本委員 先ほど来、いろんな委員の御発言、多々教えられる点があると思って伺って

いましたが、どうも私自身は、基本計画というもののイメージが、今までこの国生審で審

議していたものとちょっと違うと。先ほど局長の方から指摘がありましたように、閣議決

定をしなきゃいけないということになりますと、それはまさに実現するということになり
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ます。その場合、ある制度なり、ある施策を実現するというのは、細部を詰めてそれで初

めて実現するという、いろいろ検討してみて、それじゃ、やれるという形でゴーサインが

出るわけですけれども、恐らく、この場で審議する場合については、なかなか、これだけ

網羅的なものをそれぞれ詰めて、これはやれるとか、これは導入してもほかの制度、ある

いは今の体系で混乱をもたらさないであろうとか、そういうことの確認というものがなか

なかできないであろうと思います。したがって、ある程度抽象的なもの、それからフレシ

キビリティを持ったようなものにならなきゃいけないだろうというふうに考えております。

ですから、今日、原委員、石戸谷委員から御提言がなされていますけれども、これがすべ

て、こういうような形で基本計画に盛り込めればいいのかもしれないけれども、なかなか

難しい部分もかなりあるのかなというふうに考えております。 

 この資料５の作成スケジュールによりますと、部会委員からの文書による意見というも

のも期待されているようでありますので、本日の御議論を伺いながら、私ももし暇があり

ましたらペーパーを出したいというふうに考えております。 

 以上です。 

○落合部会長 ありがとうございました。次に大村敦志委員いかがでしょうか。 

○大村（敦）委員 私も基本的には、今直前にご発言された山本委員のお考えに共感する

ところが多うございます。私は、この消費者基本法の制定過程について関与しておりませ

んので、どういう経緯で新しい制度ができたかということを十分に把握しておりませんけ

れども、実現可能性のある政策を出していくというためには、やはり先ほどお話がありま

したけれども、各省庁から出してもらったものをとりまとめて、それを一方で前提に踏ま

えるということが必要なのではないかというふうに思っております。 

 ただ、他方で、これは落合部会長もおっしゃったことですけれども、それぞれの省庁に

はそれぞれの事情があって、それぞれできること、やりたいことというのがあろうかと思

います。そうした、いわば局所的な消費者政策をとりまとめて方向づけを行うというのが、

この審議会の役割ではないかというふうに思っておりますので、可能ならば、早い段階で

課題みたいなものを洗い出していただきまして、その中で国生審としては、これに重点を

置いて、これを特に押し進めてほしいという方向づけをしていくということが必要なので

はないかというふうに思います。どなたかがおっしゃいましたように、その意味で、この

審議会に関係の課長会議の議論などを御報告いただくということは非常に大事なことでは

ないかというふうに思います。 
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○落合部会長 ありがとうございました。ぜひ御意見をお出しいただきたいと思います。 

 それでは、石戸谷委員どうぞ。 

○石戸谷委員 誤解があるといけないので申し上げておきますけれども、私の意見の方で

いろいろ項目ごとに述べていることが、この中身を実現したいと、そういう意味で書いて

いるわけではありません。このテーマについて、当然、実現となると、各省庁の審議会で

検討して、中身自体はそこでだんだん決まっていくという形になると思うんです。いつい

つこの点について検討を始めて、いつまでに検討を遂げるといったような書き方で、この

中身で実現する、そういう意味合いで盛り込むということを言っているわけではないので、

誤解のないようにお願いします。ですから、金融サービス法とか、そういう項目があった

とすると、それは当然、金融審議会で、今、検討を開始している投資サービス法との兼ね

合いとか、いろんなことを検討しながら詰めていくといったようなスケジュール立てにな

るので、そこはくれぐれも誤解のないようにお願いしたいと思います。だから、基本計画

に書くことも、別に各法案の要綱まで書くとかそういうイメージでは全くありません。 

 それからもう一つですが、各省庁からの意見を集めてとか、調整してとかという話にな

りますと、例えば金融の分野で言いますと、本来的に横断的であるべき金融商品販売法が、

当時の大蔵省の管轄の金融商品にしか適用されないということになります。したがって、

当時の通産省、農水省管轄の商品先物は適用されない、等々のいろんなことがありまして、

随所にそういうことが起こっているわけです。そういうことではなくて、ここの基本計画

においては、各省庁にいろいろまたがる問題について、この点について検討を遂げて、こ

ういう具合に実現するというふうな形で書いて、それを受けて各省庁が調整をするという

ふうにならなければいけないと思います。それぞれのところを集めてきたって、今までの

やっていることの壁というのは突破できないので、そこはぜひ、そういうことがないよう

に計画をつけるべきだと思います。 

 そういう意味で、私の方の意見で金融サービス法と統一消費者信用法というのをやたら

と詳しく書いてあるというのは、いろんな省庁にまたがる典型的な問題であり、かつ非常

に消費者被害がたくさん起きていて法的手当が必要とされ、かつ21世紀型消費者政策の問

題においても、消費者信用というのは、何とかしなければいけないというところまで来て

いるわけです。そういうものについて、各省庁にまたがるから各省庁が検討してください

とか、また、それを集めて何かやりましょうということではなく、こちらとして、この分

野について、こういう考え方で検討するという方向性を出すというのが必要であるという
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意味で、この私の意見の方は、各項目ごとのものを書いてありますので、そこはくれぐれ

も誤解のないようにお願いしたいと思います。 

○落合部会長 ありがとうございました。ほかに御意見ございますか。髙橋委員どうぞ。 

○髙橋（伸）委員 今の石戸谷先生の御意見に関連して申し上げたいと思います。 

 私も各省庁がどういうふうに取り組んでいくかということについては非常に難しいと思

っているんですが、本日お配りいただいています資料３の「架空請求・不当請求に関する

消費者トラブルへの対応策について」、これが消費者政策会議決定で出ているんですけれ

ども、これがまさに試金石の一つだという思いで拝見しております。 

 これを見る限り、消費者政策会議が従来の省庁の枠組みとか、課長会議とか、そういう

枠組で決まった典型でないかというふうに思っていまして、今、石戸谷先生からも御指摘

がありましたような今後の問題に対応できるのかどうか、実はこれを見て非常に心配にな

りました。ですので、項目立てがきれいにできていて、携帯電話の犯罪利用の防止のため

には、警察庁、法務省が動くんだとか、預金口座の不正利用防止のためには金融庁が動く

とか、そういうふうになっているんですけれども、肝心要の消費者の声を聴いていないた

めに、大きなところが抜けていませんかと、私は感じました。 

 例えば、架空請求・不当請求の被害者が誰かに着目するのであれば、お年寄りがかなり

被害を受けているわけですから、厚生労働省の福祉政策の中で、できることは何かないの

かとか、地方行政の中で社会福祉協議会とかいろんなところを動かすことの方が、未然防

止に有効であるはずなんですが、そういうことは一切書かれていないわけでなんですね。

若者のトラブルで言えば、文部科学省が何で動かないのかというような感覚を、生活者と

しては持つんですけれども、官の感覚でいくと、どうもそうじゃなかったのねというのが、

この決定を見ての感想です。我々国民生活審議会が基本計画に関与するということは、ま

さにそういう柔軟な視点で従来の省庁の枠組みでない発想で動いていただきたい、横断的

に動いていただきたいということであると思います。ワーキンググループとか作業部会が

できればいいと思いますけれども、それは計画に関与しただけではなくて、その後の検証、

監視、評価、そこの部分にも当然つくった以上の職責があるわけですから見ていくという

ことができると思います。内閣府の中に国民生活審議会があるわけですので、そういうふ

うな有機的な活動ができていけるといいなと感じております。 

 以上です。 

○落合部会長 ありがとうございました。ほかに御意見ごさいますでしょうか。鶴田委員
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どうぞ。 

○鶴田委員 先ほど申し上げたことと関係がございますけれども、やはり計画というのは、

理念的なところと現実的、具体性を持ったところと両方含まれると思います。部会長は理

念的なところを議論する場合に、先ほど「戦略」とおっしゃいました。私も非常に重要だ

と思いますけれども、ある意味で市場に委ねられるところというのは、市場がうまくワー

クするようなところですべて解決できるわけです。それだけじゃなくて、それだけで消費

者主権は確保できませんから、そこで政府が何かやらなければいけない。それはいわゆる

私の先ほどの説明で言えば十分条件ということになりますけれども、したがって、計画を

なぜつくるのかということを、抽象レベルで結構ですが、きっちり詰めておくことが私は

すごく大事なように思います。 

 というのは、先ほどから電話帳というお話もございましたし、各省庁のいろんな法制度

や何かがございますけれども、その間、計画と市場との関係がきっちりすれば、省庁が持

っている法体系の中で要らないのもあると思うんです。それをそのまま生かしておいて寄

せ集めしても無駄な行政を展開するだけになりますから、やはり最初のところでなぜ計画

なのか、あるいは、どういう範囲を政府がコミットしていくのかということをきっちり整

理することが大事だなと思います。 

 その部分というのは、私は５年じゃないと思うんです。やはりもう少し長期のスタンス

で、市民社会あるいは産業社会を展望した、そういうあるべきものというのは、５年じゃ

なくてもっと長期の計画であろうと思います。ただ、そこで時限を区切って何かを制度化

するのだったら、具体性のレベルだろうというふうに思うわけです。具体性のレベルにな

りますと、まさに各省庁なり、あるいは自治体なり、独立行政法人のお力を借りなければ

できないと思うんでありますけれども、先ほど部会長がおっしゃった「戦略」というのは、

理念的なところなのか、あるいは具体的なベースでおっしゃったのか、そこをちょっとお

聞きしたいなというふうに思ったんですけれども。 

○落合部会長 両方含み得るのではないかと思います。私の個人的な見解では、日本の消

費者行政というものが割とばらばらといいますか、各省庁に権限があって、その権限の行

使という形で行われてきたために、コーディネートする部分がないし、それから未来を見

据えて構想を立てていくと、基本的な構想を立てていくという部分についても、どうして

も局所的なものが強く出るという問題点があったと思うんです。そういう問題点を除去す

る仕組みを何とか盛り込まなければいかぬということで、その仕組みの一つは消費者基本
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計画というものを策定するんだと。それを検証、評価、監視していくんだという形のもの

を設けている。その場合、国民生活審議会が意見を聴かなければいけないということで、

国民生活審議会は、そういう問題点についてどういうふうに考えているのか、国民生活審

議会としての意見を明確に出すということで、あとはそれを受けとめた形で、今度は政策

実現という話になりますから、当然に理念だけであっては足りないもので、具体的な部分

が必要になってくるだろうと思います。しかも、政策を実現するということになると、こ

れは実際上の問題ですから、これはなかなか絵にかいたようにはうまくいかない部分があ

るのは当然であり、その辺のところは、やはり基本計画を立てた内閣が、それを５年のタ

ームの中でどういうふうに実現していくんだ、重点はどうなっているんだというところを

決めて、それは実現していくんだという一種のマニフェスト的な役割を持つものなんだろ

うと思います。ですから、ここは非常に重要なところなのであって、ここがワークするか

どうかというのが、今後の日本の消費者行政というものが抱えていた問題に対して、どれ

だけそこを改善していくということができるのだろうかという問題につながると思います。

そういう意味では、今日のテーマは非常に深刻であり、重要な問題だというふうに私は感

じております。 

 それから、たしかほかの委員からも出ましたけど、第24条は国や地方公共団体は消費者

政策の推進について、総合的見地に立った行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなけ

ればならないとなっておると。これはまさに今まで私が指摘しましたような断片的、部分

的あるいは局所的な消費者行政というものを総合的見地に立ってやっていくんだと。その

ためには行政組織上、行政運営も改善する努力をしなければならないということが規定さ

れているので、これとの兼ね合いからしても、消費者基本計画というものは第24条と連動

して位置づけられるべきものではないかと思います。だから、第24条の改善に努めなけれ

ばいけないということが、十分消費者基本計画の中に出てくることだってあり得ると思い

ます。 

  というようなことで、各委員の御意見を伺っていまして、非常に共感するところも多い

わけで、まだ時間もありますので、ぜひ御意見をお出しいただきたい。どうぞ大村委員。 

○大村（敦）委員 今までいろいろなお話が出たかと思いますけれども、非常に具体性の

高い早速実現してほしいという課題と、抽象的な課題として、こういうことがあるので検

討ほしいという課題と、やはり程度の差があると思います。前者につきましては、実現可

能性ということもありますので、先ほど架空請求のものが不十分ではないかというお話が
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ありましたが、いわば各省庁からものをとりまとめていただいて、不十分ならば、こうい

う点について、もっとやってほしいということをこちらから、それを受けて打ち出すとい

うことが必要なのではないかと思います。他方、石戸谷委員がおっしゃいましたが、包括

的、統一的な消費者行政が必要だということで、当面すぐ手がつかないことであっても、

長期的にこういうことを考えていってほしいということは、こちらからトップダウンで出

すということも必要だと思います。そのため、仕分けて計画を立てるというようなことは

可能ではあればよいと思うんですけれども、可能なのでしょうか。 

○落合部会長 可能かどうかにつきまして、この消費者政策部会がその点のポイントにつ

いてどう考えるのかということではないでしょうか。だから、それは可能にすべきだとい

う意見が出てくれば、消費者政策部会はそういう見解、ひいては国民生活審議会としては

そういう見解であるということになると思います。したがって、これは各委員がどのよう

にお考えになるかというあたりがポイントになるんだろうというふうに思います。山本委

員どうぞ。 

○山本委員 主として鶴田委員の御発言に触発されまして、質問なのか、あるいは意見な

のかわかりませんが、ちょっと発言させていただきたいと思います。 

 鶴田委員の御提言で理念的なものがこの基本計画という文章にどの程度盛り込めるのか、

そこのイメージが私にはよくわかりません。この消費者政策部会の今までの報告書であれ

ば、例えば21世紀型の消費者政策もそうですし、理念的なところにも相当重点を置いて十

分審議をして盛り込んだわけですけれども、こちらの基本計画という政策文書、閣議決定

する文書にあまり長く論文的なことは盛り込めないであろうと思います。しかし、ある程

度そういうことも必要なのかどうか。本日、作成方針として提出された資料には、必ずし

もそういうつくりではないように思われるわけですね。ですから、その辺がある程度、そ

ういうものが必要だということであれば、例えば、今求められている各委員からの提出文

書にもそういうことを書くことになると思うのですが、その辺を少し明確にしていただく

必要があるのかということが第一点です。 

 それから、もしそういうことで盛り込むという場合に、市場との関係について整理すべ

きであるという、そういう御意見がありました。私も、もし理念的なものを盛り込むとす

れば、多少そういうことも前文的なところであってもいいのかもしれないなとは思います。

ただし、時間の関係で鶴田委員は発言を省略されたかもしれませんが、市場に委ねる部分

というものを切り分けて、そこは介入しないということで、そのとおりだと思いますが、
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そこは、もう少しそこはきめ細かく表現しないと、多少ミスリーディングなところもある

のではないでしょうか。例えば、食品の表示とか食品安全の行政でも申しますと、消費者

の買い物パワーで自ずとうまく動くという分野もありますけれども、基本的にはやはりき

ちんと表示をしないと、その中身がよくわからない食品で変なものを買ったり、あるいは

マーケットが歪められるというところもあります。そういう分野については、御案内のと

おり表示行政というものがあるわけで、これは市場をうまく動かす、そのための消費者行

政というところで非常に重要な機能を持っていると思われます。ですから、そういう部分

と、さらにこれは安全性に欠ける食品であるから、マーケットに出さないという安全規制

の分野もありますので、消費者行政というのは、市場をうまく動かす、その市場がうまく

機能するように環境を整える、表示的な行政もあるし、それからもっと直接的に介入する

行政もある。そのあたりが全体として、この文章のカバーするところになるのではないか

と思います。ですから、もし理念的なことも盛り込むのであれば、そういった内容も少し

は入れていただいた方がいいのではないかと思いました。 

○鶴田委員 理念的なレベルで、この計画の最初のところで書くべきだと思いますのは、

全体の個別の問題がいろいろ羅列されていると、全体像が見えません。したがって、ある

意味で海図みたいなものが必要なんじゃないかと。つまり、具体的に消費者が行動する場

合に、この分野だったら市場に任せてもいいですよ、でも市場では、例えば情報の主体性

が存在している場合には、いろんな問題が起こりますから、それに対してはこういう対策

をしますとか、あるいは外部性が存在している場合には、こうですよというような整理が

あって、そういったものが全体の海図になると思います。そうすると個別の、例えば安全

確保というのは、全体の中のこの部分だと。これに関しては市場に委ねられないから、政

府がきっちりやらなきゃいけないと。私はそういう海図みたいなものがほしいなという意

味で先ほど抽象レベルの話をさせていただきました。 

 それから、当然計画ですから、具体性を持ったテーマが幾つもあるわけでございます。

それが全体の中でどういう位置づけになっているのかということが見えるようなことが必

要かなという趣旨でございます。 

○落合部会長 原委員どうぞ。 

○原委員 確認と質問という感じなんですけれども、私がこちらに一番最初に今後の基本

計画の進め方について御説明を聞きに来たときに、服部課長が非常に頭を悩ませていらっ

しゃったのは監視の部分でした。この監視のところなんですけれども、条文上は第27条に
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書かれていて、主語は、消費者政策会議になります。ただし、国民生活審議会がどのよう

にかかわれるのかというと、その３項のところに書いてあるのは、作成のところだけとい

うふうに書かれていて、そうすると、監視というのは、やはり消費者政策会議のことにな

るということで、そこを何らかの形でここが作業としてお手伝いをするというような位置

づけなのかどうかをお聞きします。先ほど国民生活審議会にかかわらせて、この監視のと

ころをやったらいいのではないかと一番最初のときに発言したんですが、その後、髙橋委

員の方から、広く消費者一般の方がかかわれる形というご意見もありました。私もできれ

ば、国民生活審議会だけじゃなくて広く消費者がかかわれる形を思っています。監視は大

変大事だというふうに思っておりますので、この監視をした結果、各省庁の施策が不十分

だというふうに思われる場合は、国民生活審議会なり、消費者政策会議の方でもっと頑張

ってやるようにというような意見は当然出されるというか、そういう御意見が出るような

仕組みになっているのかどうかというところをちょっと確認させていただきたいと思いま

す。 

  それからもう一点なんですけれども、先ほど各省庁との課長会議でいろいろと意見交換

をするというふうなお話だったんですが、私が今日提出した中に少し医療分野のことを書

いておりまして、去年だと医薬品のコンビニでの販売の話がありまして、今年になると混

合診療の解禁の話が出てきます。そうすると、自由診療との組み合わせを考えると、適切

な診察行為なのか、料金なのかというあたりは消費者問題だというふうに思っております。

金融庁も来年度消費者窓口は設けますけれども、そのようなときに、今はどこにも多分各

省庁の中に受け皿がないというふうに思うので、担当セクションというのはどこになるの

かなと思っておりますので、その落ちてしまうようなところについては、どのように考え

ていらっしゃるのかということを御質問したいと思います。 

○落合部会長 後で事務局にお答えいただきたいと思いますけれども、第27条の３項で消

費者基本計画の案を作成しようとするときは、国民生活審議会の意見を聴かなければいけ

ないとなっております。消費者基本計画の案というものと、それの検証、評価、監視とい

うのは第27条の２項の１号と２号で書き分けているので、当然には、消費者基本計画の案

の中に、検証、評価、監視が入ってこないのではないかと、こういう質問ですよね。 

 それは非常に重要な問題だと思いますが、今回の議論に限っていえば、この資料２にあ

りますように、消費者基本計画案の作成方針が決められたわけです。その作成方針の中の

４ページですが、計画を推進するために必要な方策というので、検証、評価、監視を行い、
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その結果に基づいて必要な見直しを行うというのが入っております。これは少なくとも消

費者基本計画の内容の中に検証、評価、監視というものが含まれているのでありますから、

したがって、この消費者政策部会で検証、評価、監視について議論することは一向に差し

支えないし、むしろ、それは議論すべきことであろうというふうに思います。 

 これは私が今、原さんの提起に基づいてちょっと考えたところなので、事務当局と相談

して打ち合わせた議論ではないのですが、２点、原委員の御質問に対し当局の方はいかが

でしょうか。 

○服部消費者企画課長 個別の分野での回答をこの場でさせていただくのは差し控えさせ

ていただきますが、こういった御意見があったということは十分認識して、今後作業に当

たりたいと思っております。 

○糠谷委員 先ほど、部会長が整理をされたのが正解ですというと申し訳ないんですけれ

ども、正解と思いますね。こういうと何ですけれども、内閣府の仕事は法律にこう書いて

あるからこれだけしかできませんということで仕事をやっているわけではもともとありま

せん。もちろん、できることとできないことがあるけれども、やらなきゃしょうがないの

で、今までも生活局は、最近は、とにかく消費者契約法から始まって、消費者基本法、公

益通報者保護制度、団体訴権とものすごくやる気を出してやっているわけですから、審議

会の委員の先生方が激励をすれば、その気になって生活局はやるに決まっています。この

計画のフォローアップというのは、つくることに関与した以上フォローアップをするとい

うのは、当たり前のことです。誰からも文句を言われる筋合いはないので、ほかの役所か

ら、何、おまえ余計なことをやるんだと言ったら、つくったものに関与するのは当たり前

じゃないか、何を言っているんだと言えば、それだけのことで心配することではないです。

だから、そこは全然気にすることはないと私は思います。 

○服部消費者企画課長 今、私が申し上げましたのは、後段の医療に関する話でございま

す。 

○落合部会長 局長どうぞ。 

○田口国民生活局長 前段の方でございますが、落合部会長にまとめていただいたとおり

だと思っております。若干補足いたしますと、基本法上は消費者政策会議が検証、評価、

監視するという形になっておりますが、この基本計画の策定には当然のことながら意見を

述べるという形で関与しております。この国民生活審議会は、基本的には、基本法とは別

に内閣府設置法で規定されておりまして、そちらの方では、国民生活審議会は、消費者政
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策全般の重要事項について審議をするという任務になっているわけで、その中には、当然

こういう計画の検証、評価、監視という話が入ってくると思いますので、そういう前提で

議論を進めていただければと思っております。 

○落合部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 非常に重要なテーマを本日の部会で議論しておりますので、これを国民に伝えるのには、

マスコミの関係は非常に重要だと思いますので、その辺の関係で、津武委員何か御意見ご

ざいますでしょうか。 

○津武委員 国民に知らせるために重要だということは、まさにそのとおりだと思います。

その意味で一番最初、いわゆる制定までのスケジュールの点に関して１点。要するにパブ

リックコメント、これをした段階でその意見がどういうものがあり、それがどのような形

で反映され、もしくは反映されなかったというものを含めて知らせる必要があるのではな

いかなと。これは最初に委員の方が言われた意見で、これは私も同感です。 

 それとあと、一番私も興味があったのは、石戸谷さんの資料にあります、ちょうど先ほ

ど議論になった、いわゆる検証、評価、監視、そこの部分に一番関心があったので、今、

局長からの答弁につきましては、なるほどと思っております。あとは、落合さんがおっし

ゃっていた、いわゆる今回の基本計画策定に当たっては、当然ながら戦略性というものも

重要だと、まさにそのとおりだと思います。その戦略性というものに関して、私は個人的

に一番関心を持つのは、例えば資料６の４ページ目、経済社会の変化に応じた対応という

もので、①、②とあるわけですけれども、②の中に、例えば輸入品の安全性の確保という

形のものがあります。ちょっとこれは確認というか、質問みたいな形になるかと思います

けれども、こういう場合の輸入品の安全性の確保というのは、例えば食というものを考え

る上においては、ある意味では非常に戦略性というものも加味したものじゃないかと思い

ます。この場合の安全性の確保という場合、安全かどうか不明、もしくはデータ不足とい

う場合は、当然安全を確保するというところで進むと。そういう形のものを計画に盛り込

む、もしくは、そういうものをベースとしたものの計画だというふうに理解してよろしい

のでしょうか。つまり、単純に安全性の確保、これは当たり前のことなんですけれども、

安全かどうか、まだまだデータ的にはよくわからないという場合はどうするのか、そうい

うところまで含めたものと考えていいのか。これを盛り込んでいるというのは、そういう

精神が当然この底にはあるというふうに考えるのでしょうか。 

○落合部会長 今資料６を指摘されていましたが、これは「21世紀型の消費者政策の在り
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方について」という、これは消費者政策部会の報告書の中の項目ですね。だから、安全性

といったって、安全性が問題になっている対象事項はいろいろな事項があるはずであって、

したがって、対象になっている事項の如何によっては、データが十分判明しない場合は、

販売するとか、そういうことはやめさせるとかということもあり得るでしょうし、余り生

命、身体にそれほど影響がないというような事柄については、別途の対応があり得るかも

しれないので、結局、安全性の問題は一体何を対処にして安全性を議論しているのかとい

う、その対象の問題が非常に重要になってくるんじゃないかと思います。だから、一概に

すべての事項とデータとを関連づけて包括的に議論できるのかどうか、ちょっと私の感じ

では、少し具体的な事項ごとに分けて慎重に検討していくという作業が必要なんじゃない

かなと思います。したがって、消費者基本計画の中に安全性の確保といったときに、一体

何をターゲットにして、５年間という期間の中で安全性の確保が、一体どこを問題にして

確保を図っていくのかというあたりのところは、ぜひこの消費者政策部会で意見を出して

いただいたらいいんじゃないかというふうに思います。どうぞ品川委員。 

○品川委員 基本計画の論議の前に、今緊急にというような意味合いで発言させていただ

こうと思います。 

 お二人ほど資料３の架空請求に関する御報告について御発言されていたかと思いますけ

れども、消費者政策会議がこういう形で緊急度の高い問題について、即座に論議をされ、

決定を出されるというのは、従来の消費者保護会議という枠組みでは余り考えられなかっ

たような機敏性を持った対応だなということで大変結構だと思います。ただ、現在の架空

請求・不当請求にかかわる広がりと、全体を合計すると莫大な被害を実際に受けている実

態があることからしますと、もう少し緊迫度を感じさせるような対応策が必要ではないか。 

 具体的な対応、仕組みとしては、先ほど御紹介の担当課長会議、消費者政策会議の中で

は関係委員の会議をつくるという設定で２ページ以降の対応をなさるということですけれ

ども、マスコミ、国民の中にこの問題をよりアピールするということで言うと、内閣府の

下に各省庁が集まった対策本部をつくって、具体策としての携帯電話に対する規制措置な

り、預金口座の措置ということもありますが、まず国民全体の中で広報啓発活動を各省庁

大々的に行って、まず架空請求に引っかからない対策をとることが大切だと思います。各

地の消費者相談機能がこのためにパンクしているような実態というのが、ここでも指摘さ

れているわけで、この件についての特殊な相談体制を緊急体制として、通常の消費者相談

の仕組みと別に、別途緊急対策として必要ということもあるのではないかと思います。も
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う少し踏み込んで、かつ緊急度の高い内容が迫力として感じられるような、そんな施策を

深めていただくことが必要なときではないか。基本計画の論議というものの前で申し訳な

いんですけれども、発言させていただきます。 

○落合部会長 ありがとうございました。基本計画と非常に連動している問題だと思いま

す。というのは、こういう非常に深刻な問題が生じたときに、各省庁がそれぞれ持ってい

る権限の範囲内でそれぞれ一体的に対応しますということで足りるのかどうか。もっと総

合的、統一的な対処策というものも含めて考えていかなければならないというのは、まさ

にこれは消費者基本計画の中身の在り方にも関係してきますので、そういう意味では、架

空請求・不当請求に関する消費者トラブルへの対応策というのは一つの重要な例になり得

る。これに対して政府一体でいかに総合的、統一的な対応ができるのかどうかという点あ

たりも、まさにそのとおりだと思います。ほかに御意見ございますでしょうか。長田委員

どうぞ。 

○長田委員 質問なんですけれども、先ほど11月の段階で消費者団体からの意見聴取、そ

れから地方行政の方からの意見聴取というようなことをおっしゃっていたんですけど、具

体的にはどういう形でそれをなさるのでしょうか。我々、委員でも基本計画というものが

具体的にどういうものなのかというのがわからないところで意見を出すのは、なかなか難

しいと思うんですけれども、それがより広くということになると、どういうようなものが

出されて、それについて意見を申し上げる機会があるのかというようなことを教えていた

だきたいと思います。 

○落合部会長 事務局でお願いいたします。 

○服部消費者企画課長 都道府県でブロック別に会議をやっておりますので、その場で地

域の消費者団体の方にも参加していただいて、いろいろと意見を交換しようと思っていま

す。そのほかに、まだ計画中の段階でございますけれども、東京、大阪、こういったとこ

ろでフォーラムみたいなものを開催できればいいのかなと考えております。内容的に、ど

ういう形でやっていくのかということについてはまだ詰める必要がありますが、色々な立

場の方に例えばてい談とか、パネルディスカッションみたいな形で議論を深めていただく

と。こういうのも一つの方法なのかなというふうに思っております。 

○落合部会長 長田委員よろしいですか。 

○長田委員 そうしますと、私もブロック会議に出させていただいたことがあり、そのと

きは、関係行政の方と御一緒のところに団体で参加させていただいて、内閣府からの御説
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明を伺った後に幾つかの質問、意見のやりとりがあったというふうに記憶しております。

そういう場合にも、その場でそのときに説明をされたものに対しての意見というよりは、

ある程度事前チェックができて、そして理解をもって参加して意見が言えるような形での、

準備を丁寧にしていただきたいというふうに思います。 

○服部消費者企画課長 努力させていただきたいと思います。 

○落合部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。国と地方公共団体というような話が

出てまいりましたので、地方公共団体の立場から古川委員から何か御意見ございますでし

ょうか。 

○古川委員 計画のつくり方とか、そういう問題については共通する立場で、都でも随分

前に基本計画をつくったりしておりますけれども、今日の御議論を踏まえた内容になって

いるかとは思います。問題は、そういったものが長くもつかもたないか、あるいは自治体

の場合ですと国とちょっと違いまして、大統領制に近い形で知事とか市長がいまして、そ

の中で考え方が変わるというようなこともあります。例えば東京都の場合ですと、今基本

計画とか、そういうものをつくるというのが非常に歓迎されないと言ったらおかしいです

けれども、重要視していない。それよりももっと具体的なことを前に進めろというトーン

が非常に強いです。そういう意味で私どももどうしようかと考えているところでございま

す。 

 国とはまた違いますので、基本計画そのものに意味はないというようなことはございま

せんけれども、ぜひ私どもにも参考になるようなものを、あるいは実際の実務を進めてい

く上で武器になるようなものを幅広く提案していただければと思います。ただ、計画につ

いては、自治体との連携等の問題もありますけれども、いわゆる行財政の国と自治体との

間の改革の問題なんかも絡んでいますので、実効性をどう担保するか、そういったことに

ついては、やはり目に見えるようなものを示さないと自治体の方では動きにくいかなとい

う、そういう問題はあろうかと思います。 

○落合部会長 ありがとうございました。ほかに御発言ございますでしょうか。 

 それでは、大体時間も近づいてまいりましたので、本日はこのあたりにさせていただき

たいと思います。大変貴重な御意見をお出しいただいたところでありますので、これらを

踏まえて事務局の方でさらに検討してお諮りをするということにしたいと思います。 

 では、今後の進め方につきまして、事務局の方から説明をお願いいたします。 

○服部消費者企画課長 消費者基本計画の作成スケジュールのところでもお話させていた
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だきましたが、計画に盛り込むべき施策等で追加的な御意見がございましたら、意見の提

出をしていただければ大変幸いに思っております。恐縮でございますが、10月８日までに

事務局宛にお寄せください。 

 それから次回の消費者政策部会でございますが、消費者基本計画に関する審議に加えま

して、消費者団体訴訟制度検討委員会の審議経過を御報告していただく予定でございます。

日程等につきましては事務局より追って御連絡させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○落合部会長 それでは、いろいろ活発な御意見、貴重な御意見をお出しいただきまして

ありがとうございました。基本的には先ほど提出しました基本的なスケジュールに従って

消費者基本計画についてこの部会で議論をしていくということで了承いただいたというこ

とにさせていただきたいと思います。貴重な時間どうもありがとうございました。 

 




